
 

 

 

 

 

Q1. 介護認定を未申請、または現在申請中で介護度がありません。利用はできますか？ 

当デイケアは、「医療保険」が適応になるため、「介護保険」は利用しません。 

介護度がなくてもご利用いただけます。 

Q2. どういった手続きで利用できるのですか？ 

まず、当院のもの忘れ外来を受診していただき、担当医師の指示によってデイケアを利用出来る

ようになります。 

診察時にデイケア利用の希望をお伝えください。見学や体験利用も可能です。 

Q3. もの忘れ外来はどうしたら受診できますか？ 

事前の予約が必要です。 

当院の代表番号に電話で連絡をお願いします。 

Q4. 見学や体験利用をしたいのですが？  

デイケアの利用時間であれば随時受付をしています。まずは、電話でお問合せ下さい。 

体験利用は短時間から 1 日までご相談に乗れます。 

送迎や昼食、おやつ（昼食とおやつは実費頂きます）などについても、ご希望があれば対応でき

ますので、お問い合わせの際にお伝えください。 

Q5. 主治医が他にいる場合の利用は可能ですか？ 

ご利用いただけます。その場合も、当院の「もの忘れ外来」の受診が必要になります。 

 

Q6. 現在、利用されている方の介護度はどのくらいですか？ 

要介護 1～5 まで、さまざまな方がご利用されています。 

 

Q7. 利用の日数は何日でもいいのですか？医師の指示で、利用日数は決まるのですか？ 

利用日数に決まりはなく、医師の指示で利用日数が決まるわけではありません。 

月曜日から金曜日までの間で利用日を決めてください。 

Q8. 送迎は有料ですか？ 

送迎の料金は、デイケアの利用料に含まれています。 

 

Q9.  送迎範囲を教えてください。 

滑川町、嵐山町、旧江南町の全域と東松山市の概ね北部・西部、小川町の東部です。 

詳しくはお問合せください。 

Q10. 他の施設のデイサービスで騒いでしまい、利用を断られてしまいました。そういった経緯が 

あっても利用できますか？ 

ご利用いただけます。お気軽にご相談ください。 

 

Q11. 介護保険のサービスを利用中ですが、医療保険のサービスが併用できますか？ 

可能です。他の施設のサービスや訪問サービスを併用されている方もいます。 

 



Q12. スタッフの人数は何人ですか？ 

医師を含めて 6 名です。全員、医療や福祉の資格を持っています。 

 

Q13. 高次脳機能障害で認知症のような症状が出ている方も利用できますか？ 

まずは、当院の「もの忘れ外来」に受診していただく様にお願いします。 

 

Q14. 認知症の症状が出ているが、まだ診断はされていない場合は使えますか？  

ご利用の前に当院の「もの忘れ外来」の受診をお願いします。 

認知症の診断により、ご利用となります。 

Q15. 自立支援医療が使えるのですか？ 

利用できます。利用までの手続きはデイケア和のホームページに掲載しています。 

詳しくは、お住まいの行政機関へお問い合わせください。 

Q16. 回想法が気になったのですが、毎日実施しているのですか。 

毎日実施しています。 

ご自身のことを語ったり、お互いに意見を言い合うなどして、コミュニケーションをはかってい

ます。 

回想法は、精神の安定や認知機能にいい影響があるとされています。 

Q17. 料金には何が含まれるのですか？ 

食事や送迎の他、医師の診察や、作業療法士などが実施するプログラム、看護師が実施する健康 

チェック、ワーカーによる各種相談、看護師や介護福祉士による介護相談なども行っています。 

Q18. 入浴サービスはありますか？ 

認知症のリハビリが中心になるので、入浴サービスは実施していません。 

 

Q19. 若年性認知症の場合、年齢制限はありますか？ 

認知症の診断があれば、年齢は問いません。 

若年性の方もご利用いただけます。 

Q20. 認知症の程度は軽いのですが、生活に影響が出ています。利用できますか？ 

軽度の認知症でも ADL（日常生活や活動）や QOL（生活の質やその人らしさ）に影響が出て 

生活が困難になることもあります。 

「もの忘れ外来」での診察の際に、生活状況とデイケア利用希望をお伝えいただければと思います。 

Q21. お医者さんはデイケアにどのくらいの頻度で来てくれるのですか？ 

１日 1回診察を実施しています。 

 

Q22. 森林公園駅前にあるクリニックのデイサービスですよね。 

違います。滑川町北部の和泉地区にある「埼玉森林病院」内で実施しています。 

もの忘れ外来も同じ場所で実施しています。 

 


